
給実甲第１２８３号

令和３年３月３１日

人 事 院 事 務 総 長

給実甲第２２０号の一部改正について（通知）

給実甲第２２０号（期末手当及び勤勉手当の支給について）の一部を下記のと

おり改正したので、令和３年５月１日以降は、これによってください。

記

次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分でこれに対応する改

正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分があるものは、これを当該傍線を付した

部分のように改め、改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分でこれに対応する

改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分がないものは、これを加え、改正前欄

に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の破線

で囲んだ部分のように改める。

改 正 後 改 正 前

27 一時差止処分書には、次に掲げ 27 一時差止処分書には、次に掲げ

る事項を記載するものとする。 る事項を記載するものとする。

一～四 （略） 一～四 （略）

五 「一時差止処分者」の文字並 五 「一時差止処分者」の文字並

びに一時差止処分者の組織上の びに一時差止処分者の組織上の



名称及び氏名 名称、氏名及び官印

六 文書番号 （新設）





以 上


